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マイクロソルダリング技術認定・検定試験における実装・組立基準 

（端子組立編） 
 

平成 18 年 4月 1日 制定 

平成 18 年 8月 1日 改訂 

平成 21 年 4月 1日 改訂 
 

社団法人 日本溶接協会 マイクロソルダリング要員評価委員会 
 

 本基準は、社団法人 日本溶接協会が行っているマイクロソルダリング要員認証事業の一環である上級実
技試験或いは実技試験（以下、実技試験という。）の一種目である端子組立実技試験に対応する基準である。

端子組立実技試験を受験される方は、前以て本基準をご参照頂き、試験会場にご持参頂ければ幸いである。 
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２．端子組立成形基準 

項 名称          図示説明    内容説明 

１ 電
線
加
工
不
良 

組立て前の電線加工作業全て対象 ・予備ソルダリングされている。 

・素線の切断、きりきず、つぶれが

ないこと。 

・撚りは元通りで乱れがないこと。

・被覆の裂け、割れがないこと。 

２ 

電
線
密
着
不
良 

             
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シングル巻き事例 

・ターレット端子に巻きつけられた

一本の電線はポストと 180°以上
270°以下で接触し、フランジ面に
も接触していること。 
・フック端子と電線は 180°以上

270°以下で接触していること。 
・二又端子は 180°以上 270°以下 
で巻き付けであり、ポストの少な

くとも二つの角と電線が接触して

いること。又フランジ面にも確実

に接触していること。 

・穴あき端子に巻きつけられた電線

は端子の二面に接触しているこ

と。 

・カップ端子に挿入した電線は背面

中央に接触のこと。 

 

３ 

電
線
か
ら
げ
方
法
違
い 

                 
          
 
   
 
                      
                                
                
    
 
               
 

 

・電線は各端子の組立仕様に従って

正しく巻き付けること。 

（左図に正しいからげ状態を示す）

 

４ 

電
線
切
断
長
さ
違
反 

電線の切断範囲電線の切断範囲

 

 

・電線は各端子の作業仕様に従って

切断すること。各端子の電線切断

長さは図面指定範囲内であるこ

と。 

 

・ターレット 2 本巻き付けの切断長

さも 1本巻きと同じ長さとする。

 

・カップ端子は穴の底に達する長さ

に切断する。 

（左図に示す矢印の範囲内とし、こ

れを越えてはならない）  

 
ダブル巻き事例 

 

切断範囲 D以下 

D 

 

 

スキマ

スキマ スキマ

正しい巻き付け

スキマスキマ

スキマ スキマ

正しい巻き付け

スキマ
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項 名称      図示説明         内容説明 

５ 
洗
浄
不
良 

端子組立全てに適用 ・ソルダリング接合部分に目視外観検査の妨げになる

ようなフラックス残渣、又は他の汚染物質がないこ

と。 

 

６ 

電
線
の
切
断
面
違
反 

 

 

 

・電線の切断面は電線の長さ方向に直角であり、且つ

平坦に切断されていること。 

 

・切断面は素線のほぐれによる凸凹や、くさび状の切

断面又は極端な斜め切断は許容されない。 

 

 

 

 

 

 

７ 

絶
縁
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
違
反 

  

０～２Ｄ

Ｄ

絶縁クリアランス

Ｄ

０～２Ｄ

絶縁クリアランス

０～２Ｄ

Ｄ

０～２Ｄ

Ｄ

絶縁クリアランス

Ｄ

０～２Ｄ

絶縁クリアランス

Ｄ

０～２Ｄ

絶縁クリアランス

  

【注】IEC規格では・最小クリアランス絶縁部は、は
んだ接合部と接触してもよいがはんだで覆われては

ならない。 
最大クリアランスはワイヤの絶縁部を含む直径の 2倍
又は 1.5mm のどちらか大きい方を越えてはならな

い。 
 

・絶縁部終端ワイヤの輪郭は明確であることとなって

いるが、ここでは以下の通りとする。 

 

・各種全ての端子に巻き付け又は挿入した電線の絶縁

クリアランスは絶縁被覆を含む電線径Ｄの 0～2D

の範囲とする。（絶縁クリアランスとは電線入り口

で端子との間にフィレットを形成するために確保

される領域のこと） 

８ 端
子
と
電
線
の
組
み
合
わ
せ 

   

 

・各端子と電線の組合せは組立仕様

に従う。 

 

 

 

・ターレット：AWG22  

・フック  ：AWG22 

・二叉   ：AWG20 

・穴あき  ：AWG22 

・カップ  ：AWG20 

９ 
撚
り
線
の
乱
れ
・
ピ
ッ
チ
割
れ 

   
 

 

・撚り線の著しい乱れ、ピッチの割れがないこと(撚

りピッチは元の撚りピッチを保って巻き付けられ

ている)。又、撚りのないものは許容されない。 

 

・電線が巻き付け入り口付近で電線の直径を超えて湾

曲状になっているものは許容されない。 

 

 

くさび状の切断面平坦な切断面 くさび状の切断面平坦な切断面
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項 名称     図示説明           内容説明 

10 

素
線
の
き
ず 

 

・組み立てられた電線には素線の切りきずおよび切断

等があってはならない。 

11 

被
覆
破
損 

 

・電線の被覆には著しい損傷がないこと。 

12 

端
子
の
き
ず 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・端子に素地が露出したきずがないこと。 

 

 

13 

電
線
の
工
具
跡 

 

 

 

 

・電線の断面積の 10%（素線 2 本分）を越える著しい

工具による変形（工具跡）は許容されない。 

 

 

（左図に一例を示す） 

 

 

 

 

 

 

14 

金
め
っ
き
除
去
不
良 

  

 

 

 

・接合部の金めっきは完全に除去されていること。 

 
・穴あき端子のソルダリング部分（端子板厚面等）及

びカップ端子の縦方向切欠き加工面に金めっきが

残っていないこと。ただし、カップ入り口（上面）

のソルダフィレット外側は金除去の対象としない。

 

正常 

工具跡 
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３．端子ソルダリング部外観基準 

ＪＷＥＳ端子組立ソルダ量基準：上限及び過剰不良 外観見本  

項 名称      図示説明           内容説明 

１ 

ソ
ル
ダ
量
過
剰
限
度 

 
各端子のソルダ量上限（良品限度） 
  

 

ターレットターレット

 
 

 

フックフック

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 

穴あき穴あき

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

・電線の外形線が想像できる範囲にあること。 

（各端子のソルダ量過剰不良） 

 

   

ターレットターレット

 
 

   

フックフック

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

 

穴あき穴あき

 

  

  

二又 

二又

カップ 

カップ
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・ＪＷＥＳ端子組立ソルダ量基準：標準値 外観見本 

項 名称     図示説明           内容説明 

２ 

ソ
ル
ダ
量
標
準 

 
各端子のソルダ量標準値 

 

 

ターレットターレット

 

 

フックフック

 
  
 

 
 

 
 
 
 

 

穴あき穴あき

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

・電線の外形線が想像でき、ソルダが線径の 1/2 以上

を覆い滑らかなフィレットを形成している。（５種

類の端子のソルダ量標準） 

 

 

 

カップ 

二又 



 

 
 

7

 
・ＪＷＥＳ端子組立ソルダ量基準：不足限度及び不足不良 外観見本 

項 名称     図示説明           内容説明 

３ 

ソ
ル
ダ
量
不
足
限
度 

 各種端子ソルダ量 

不足限度例（良品） 

 

 

ターレットターレット

 
 

 

フックフック

 
 
  
 
 

 
 
 

 
 

 

穴あき穴あき

 
  
  

 
 

 
 
 
 

            

 

・ソルダ量が線径の 1/2 を限度とし、1/2 以下をソル

ダ量不足不良とする。 

各種端子ソルダ量不足不良例 

 

    

ターレットターレット

 
 

    

フックフック

 
 

 
 
 
 
 
 
  

    

 

穴あき穴あき

 
 
 
     

 

 

カップ 

カップ

二又 二又
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項 名称     図示説明         内容説明 

４ 

ぬ
れ
不
良 

 

 

「ぬれ不良限度」 
・接合部の 95％以上がソルダでぬれていること。 

（接触角が90°以上の ぬれ不良は接合部の5％以下

であれば許容される） 

  

「ぬれ標準」 

・電線と端子間のソルダフィレットに切れ目がなく、

フィレットが十分に形成されていること。 

 

 

  

５ 

な
が
れ
過
ぎ 

 
 

 

 

・接合部周辺に流れ広がっているソルダは左図の矢印

で規定された範囲を超えてはならない。 

 

・矢印の範囲ないであっても厚みを伴った膨らみのあ

るソルダ付着は許容されない。（取り付け構成部材

との勘合や隣接の実装品などに与える影響を想定）

 

・二又端子のポスト内側の流れは許容する。ただしポ

スト外側の上への流れはメッキ程度の厚さで１mm

以内とする。 

６ 表
面
荒
れ
（
オ
ー
バ
ー
ヒ
ー
ト
） 

  
 

  
 

【注】IEC 基準では・はんだ付け表面にはんだがぬれ

広がり、ぬれ及び密着が十分であれば合格とする。一

般的にはんだの表面は滑らかであることと規定され

ているが、ここでは以下の通りとする。 

 

・表面の荒れた接合（オーバーヒート）のないこと。

 

・鉛フリーソルダ合金による接合部の光沢は合金の特

性により異なるため特に定めない。（光沢のない表面

の出来栄えは許容される） 

７ 

コ
ー
ル
ド
ジ
ョ
イ
ン
ト 

 

 
溶融ぬれ不足の例 

 

・溶融ぬれ不足（コールドジョイント）のないこと。

（左図に一例を示す。電線の予備ソルダリング時の加

熱不足によりソルダが完全に溶融していない） 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ）ターレット端子 （ｂ）フック端子

3mmMAX

3mmMAX3mmMAX

許容範囲

標準

1mmMAX

1mmMAX

（ｃ）二又端子 （ｄ）穴あき端子 （ｅ）カップ端子

ポスト

ポストの外側

ポストの内側
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項 名称     図示説明        内容説明 

８ 

ソ
ル
ダ
ク
ラ
ッ
ク 

 

  
 

 

・接合部にソルダのクラック（われ・はく離）のない

こと。 

 

 

 

９ 

つ
ら
ら 

 

  

 

 
【注】IEC基準では「先端が球状あるいは 0.5ｍｍ以
下の突起（つらら）で 250V 以下の交流又は直流動作

回路上に発生したものは適合とする。また、最小電気

的安全設計間隔に違反するあらゆる突起は許されな

い。」と規定しているが、ここでは以下の通りとする。

指定の端子組立ては 250V を超えて動作するので電気 

回路の安全を考慮して鋭い突起（つらら）はないこと。

 

10 

ソ
ル
ダ
付
着 

 

 

・接合部以外にソルダの付着がないこと。 

 

11 

異
物
混
入 

 
・端子組立のソルダリング接合部す

べてに適用 

 
 

 

・組立品は汚染物、糸くず、はんだくず、不純物など

がないこと。 

 

 

12 そ
の
他
外
観
異
常
（
凹
凸
し
わ
な
ど
） 

 
追加ソルダと元のソルダのなじみ不足による凸凹の一例 

 

・追加ソルダと元のソルダのなじみ不足によるフィレ

ット面の凹凸のないこと。 

 

・フィレット面に不自然なしわがないこと。 

 

・電線予備ソルダ時に、こぶを作らないこと。 

 

ソルダ付着

ソルダ付着

ソルダ付着

ソルダ付着
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【 付 録 】  

１．実装・組立基準制定の経緯  

 社団法人 日本溶接協会では、マイクロソルダリング要員認証事業の一環として、判定能力試験、および
JIS Z 3851に基づいた上級実技試験／実技試験を行っております。これらの試験には、「マイクロソルダリ
ング技術認定・検定試験における品質判定基準」を使用していました。 
 平成18年４月１日には、新たにJIS Z 3851を補足する基準として、本「マイクロソルダリング技術認定・
検定試験における実装・組立基準」を制定しました。本実装・組立基準は、受験者が上級実技試験／実技

試験（はんだ付）を行う際の基準として、または受験者がはんだ付を行った試験材を判定するための基準

として使われています。これにより、平成18年４月１日に改訂した本品質判定基準は、判定能力試験用の
判定基準としてのみ、使用することとなりました。 
 なお、本実装・組立基準は、以下に述べるIEC 61191の翻訳JISであるJIS C 61191「プリント配線板実
装」のＣレベル(高性能電気製品)を対象とした基準を適用しています。 
 

①JIS C 61191-1 (IEC 61191-1) 通則－表面実装及び関連する実装技術を用いた電気機器及び

電子機器用はんだ付け実装要求事項 

②JIS C 61191-2 (IEC 61191-2) 部門規格－表面実装はんだ付け要求事項 

③JIS C 61191-3 (IEC 61191-3) 部門規格－挿入実装はんだ付け要求事項 

④JIS C 61191-4 (IEC 61191-4) 部門規格－端子実装はんだ付け要求事項 

 

★ JIS C 61191では、対象とする電気・電子機器を次の３つに分類している。 

レベルＡ：一般電気製品（民生用） ある種のコンピューターとコンプューター周辺機器及び主要

要件が完成品組立品の機能である応用に適するハードウエアー。 

レベルＢ：業務用電気製品（産業用）通信機器、高機能な業務用機器及び高性能かつ長寿命が必要

で、必須ではないが中断のないサービスが望まれる機器。一般的に最終製品使用環境は

障害を起こさないよう管理されている。 

レベルＣ：高性能電気製品（特殊用）連続した処理能力又は要求時に即応した処理能力が必要であ

るすべての機器。生命維持ｼｽﾃﾑや危機管理システムのように、設備故障時間は許されず、

製品使用環境は非常に苛酷であり、機器は必要な時に必ず機能しなければならない。 
 

２．要求基準の整合 

 JIS C 61191では、特に規定されない要求基準の取り扱いに対して、品質保証の立場から判断して別に基
準を定めて運用することになっています。従って、JIS C 61191に示されていない要求項目及び基準は、日
本溶接協会マイクロソルダリング認証委員会が基準値を規定しています。 
 

３．基準の運用について 

 本実装・組立基準は、マイクロソルダリング技術認定・検定試験のために高信頼性品質の基本的基

準として採用したものであり、一般産業界では各々の会社で製品の品質保証レベルに適合した品質

基準を規定し運用する必要があります。 

 

 


